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福島県学校教育審議会委員公募のお知らせ 

 

                                               令和８年３月２４日 

                                                 福島県教育庁教育総務課 

 

公募期間  令和８年３月２４日（火）～令和８年４月１７日（金） 

 

１ 公募の趣旨 

   福島県教育委員会では、「学校教育の振興についての総合計画に関する事項」 

及び「学校教育についての基本的な重要施策に関する事項」を調査審議するため、 

教育委員会の附属機関として福島県学校教育審議会（以下「審議会」）を設置し 

ています。 

  この審議会において、県民の皆様からの御意見を幅広くお聴きし、本県の学校 

教育の振興についての総合計画や学校教育についての重要施策に反映させるた 

め、次のとおり委員を公募いたします。 

 

２ 審議会の概要 

（１）審議事項 

   社会の変化を踏まえた県立高等学校の今後の在り方について（予定） 

（２）任期及び委員数 

  ア 委嘱の日（令和８年５月予定）から２年間 

  イ 委員総数 １９名以内 

（３）開催回数 

    ア 審議会 福島市において年３回程度予定（１回２時間程度） 

  イ その他 居住方部における学校訪問、教育公聴会を年２～５回程度予定 

（４）報酬及び旅費 

 審議会等に出席した場合は、福島県が定める報酬額(現在は１日につき   

9,200円)及び旅費（福島県旅費条例に定める旅費額）をお支払いします。 

（５）その他 

審議会は原則として公開で行われます。また、委員の氏名や発言内容につい 

 ても原則公表されます。 

 

３ 募集人数 

    １名 

 

４ 募集期間 

  令和８年３月２４日（火）から令和８年４月１７日（金）まで 

 

５ 応募資格 

  次のすべての要件を満たす方とします。 

（１）県内に在住する満１８歳以上（令和８年４月１日現在）の方 

（２）いずれも平日に開催する年３回程度の審議会、年２～５回程度平日に開催され

る学校訪問・教育公聴会に出席できる方 

（３）国、地方公共団体の議員及び公務員でない方  
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６  応募の方法等 

（１）提出方法 

   次の書類を郵送、持参または電子メールにより提出してください。 

   なお、提出された書類は返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

  ア 「福島県学校教育審議会委員 応募申込書兼履歴書」 

  イ  作文 ～テーマ「福島県の学校教育に期待すること」～ 

     （８００字以内、氏名記入、様式自由、パソコン入力可） 

（２）応募受付  

  ア 郵送の場合 

    令和８年４月１７日（金）の消印のあるものまで受け付けます。 

    （封筒表面の余白に「審議会公募」と朱書きしてください。） 

  イ 持参の場合 

    募集期間中の平日午前８時３０分から午後５時１５分まで、福島県教育庁 

   教育総務課（県庁西庁舎５階）にて受け付けます。 

    ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は閉庁のため受け付けできません。 

  ウ 電子メールの場合 

    令和８年４月１７日（金）午後５時１５分到着分まで有効とします。 

    ※ 応募書類は福島県教育委員会のホームページからダウンロードができ

ます。また、福島県教育庁教育総務課及び各教育事務所にも備え付けてあ

ります。 

※ 応募に当たって要する費用（郵送代、面接に要する旅費や日当等）は支 

     給いたしませんので、御了承ください。 

 

７ 選考方法 

   選考は、書類（応募申込書兼履歴書、作文）及び面接により行います。 

   （１）提出された応募申込書兼履歴書、作文により１次選考を行います。 

  （２）１次選考に合格された方について、面接により２次選考を行いますが、面

接日時、会場については１次選考結果通知の中でお知らせいたします。 

 

８ 選考結果の通知 

  令和８年５月中旬頃までに、郵送により応募者本人に通知します。 

 

９ 応募書類提出先及びお問い合わせ先 

    福島県教育庁教育総務課（西庁舎５階） 

〒９６０－８６８８ 福島市杉妻町２番１６号 

     電話番号：０２４－５２１－７７５９ 

   メール：k.kouhou@pref.fukushima.lg.jp 


